
令和４年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況（令和 5年（2023年）9月 22日現在） 

 

１．監査のテーマ 

豊中市強靭化地域計画に関する施策に係る財務事務の執行について 

 

２．監査の実施期間 

令和 4 年 6 月 15 日から令和 5 年 2 月 13 日まで 

 

３．監査の結果及び意見の件数  

区分 内容 報告件数 担当課別件数 

監査の結果 

【地方自治法第２５２条の３７第５項】 

是正、改善が求められるもの 19件  28 件 

監査の意見 

【地方自治法第２５２条の３８第２項】 

監査の結果には該当しないが、市の組織及び運営の合理

化に資するため、改善が望まれるものなど監査の結果に

関する報告に添えて提出される意見 

43 件  54 件 

 

※監査の意見に対し、担当課が複数ある場合があるため、報告件数と担当課別件数は合致しません。 



４．対応状況 

監査の結果及び意見に対する担当課別の対応状況は下記のとおりです。 

（講じた措置の内容等は別紙「令和４年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況について」のとおり） 

担当課 
監査の結果 監査の意見 

合計 措置済(%) 対応中(%) 不措置(%) 未着手(%) 相違(%) 合計 措置済(%) 対応中(%) 不措置(%) 未着手(%) 相違(%) 

都市経営部経営戦略課 0 0 0 0 0 0 5 
1 

(20％) 

4 

(80％) 
0 0 0 

都市経営部危機管理課 6 
6 

(100%) 
0 0 0 0 15 

15 
(100％) 0 0 0 0 

総務部行政総務課 0 0 0 0 0 0 1 
1 

(100％) 0 0 0 0 

総務部契約検査課 5 
5 

(100％) 
0 0 0 0 9 

9 
(100％) 0 0 0 0 

市民協働部地域連携課 1 
1 

(100％) 
0 0 0 0 1 

1 

(100％) 
０ 0 0 0 

福祉部地域共生課 1 
1 

(100％) 
0 0 0 0 2 

2 
(100％) 0 0 0 0 

都市計画推進部建築審査課 0 0 0 0 0 0 1 
1 

(100％) 
0 0 0 0 

都市計画推進部建築安全課 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
(100％) 0 0 0 

都市計画推進部都市計画課 0 0 0 0 0 0 1 
1 

(100％) 
0 0 0 0 

都市計画推進部都市整備課 0 0 0 0 0 0 4 0 
4 

(100％) 
0 0 0 



都市基盤部交通政策課 2 
2 

(100％) 0 0 0 0 1 
1 

(100％) 0 0 0 0 

都市基盤部基盤整備課 0 0 0 0 0 0 4 
4 

(100％) 0 0 0 0 

都市基盤部基盤保全課 1 
1 

(100％) 0 0 0 0 3 
3 

(100％) 0 0 0 0 

上下水道局総務課 4 
4 

(100％) 0 0 0 0 2 
2 

(100％) 0 0 0 0 

上下水道局水道建設課 3 
3 

(100％) 0 0 0 0 2 
2 

(100％) 0 0 0 0 

上下水道局浄水課 1 
1 

(100％) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

上下水道局下水道建設課 0 0 0 0 0 0 1 
1 

(100％) 0 0 0 0 

上下水道局下水道施設課 1 
1 

(100％） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消防局消防総務課 2 
2 

(100％) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消防局消防指令センター 1 
1 

(100％) 0 0 0 0 1 
1 

(100％) 0 0 0 0 

合 計 28 28 
(100％) 0 0 0 0 54 45 

(83％) 

９ 
(17％) 0 0 0 

（凡例） 

措置済 … 監査の結果・意見に対し、措置が完了又は具体的な対応方針・内容が決定しているもの。 

対応中 … 監査の結果・意見に対し、現在、具体的な対応方針・内容を検討中であるもの。 

不措置 … 監査の結果・意見に対し、結果及び意見の対象が消滅したために措置する必要がなくなったもののほか、 

合理的な理由により対応しないもの。 

未着手 … 監査の結果・意見に対し、対応を全く行っていないもの。 

相 違 … 監査の結果・意見に対し、市としては適切な処理であると認識しているもの。 



 

５．その他 

 その他、対応中のものについては、引き続き、是正、改善に向け取り組みを行い、措置を講じたときは改めて報告します。 

（令和 5 年 9 月 22 日現在 対応中のもの） 

監査の結果又は意見の概要 担当課 

指標や具体的な取組みの基礎となる個別の分野別計画の明示について 経営戦略課 

目標達成済の指標の取扱いについて 経営戦略課 

事業の実施方法の変更や状況変化等に応じた目標の見直しについて 経営戦略課 

目標管理のための指標と現状を説明する指標との区別について 経営戦略課 

不動産鑑定評価依頼における随意契約について 都市整備課 

不動産鑑定評価依頼における随意契約について 都市整備課 

委託業務の成果物の利用について 都市整備課 

木造賃貸住宅建替促進等家賃補助制度の今後について 都市整備課 

空き家の家財整理・相続セミナーの公開方法について 建築安全課 

 



整理
番号

報告書
ページ

監査の結果又は
意見の概要

内容
結
果

意
見 措置の内容又は対応の状況 進捗状況

1 30㌻
豊中市強靭化地域計画の対外
的な活用について

強靭化地域計画は、複数の所管部局に分かれた防災・減災対策やまちづくりなどの施
策を全庁的にとりまとめ、かつその取組状況等を毎年度、定期的に把握・検証し、必要
に応じて見直しを行う等、PDCAサイクルを繰り返すことを明確に位置付けた点にその特
徴がある。
現状においても、市のウェブサイト上において、豊中市強靭化地域計画やその進捗状
況は公表されているが、防災・減災対策やまちづくりなどの施策を全庁的にとりまとめた
ものとして、市の施策に対する理解や市民の自主防災意識の醸成等のためにも、対外
的な説明責任を一層果たすツールとして積極的に活用することを検討されたい。

○ 経営戦略課
(令和4年度は経営計画課)

　現行のウェブサイト上での公表に加え、豊中市総合計画に関する出前講座の内容
に、強靭化地域計画の内容を盛り込み、市民に対する説明ツールとして活用してい
ます。

措置済

2 31㌻
指標や具体的な取組みの基礎と
なる個別の分野別計画の明示に
ついて

豊中市強靭化地域計画においては、令和3年度時点において、具体的な取組みに関す
る36の指標が設定されている。
具体的な取組みは、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するために
必要な施策に対応するものであり、市が災害等のリスクに対してどのように取り組んで
いるのかより具体性を持って示すためにも、次期計画策定時においては、指標の基礎と
なる個別の分野別画を明示することを検討されたい。

○ 経営戦略課
(令和4年度は経営計画課)

　次期計画を策定する際に、各指標に対する分野別計画を明記する予定です。

※現計画は令和2年度から令和6年度
対応中

3 31㌻
目標達成済の指標の取扱いに
ついて

強靭化地域計画がPDCAサイクルを繰り返すことによる目標管理を前提としていること
を踏まえ、目標を達成した指標に関しては、豊中市強靭化地域計画を改訂する際に、目
標水準の見直しや新たな指標設定の要否を検討されたい。

○ 経営戦略課
(令和4年度は経営計画課)

　次期計画を策定する際に、計画の達成済み指標について、新たな目標値の設定
や、新たな指標設定が必要かを検討します。

対応中

4 32㌻
事業の実施方法の変更や状況
変化等に応じた目標の見直しに
ついて

豊中市強靭化地域計画を改訂する際には、事業の実施方法の変更や状況変化等を踏
まえ、従前の方法で設定した数値等を目標とすることが適切かどうか見直し、目標水準
の見直しや新たな指標設定の要否を検討されたい。また、目標を「増加」や「減少」とし
て最終的な目標水準を設定しない指標についても、あらためて指標の必要性を見直し、
必要な場合には、例えば「毎年増加」のように、より具体的な設定の仕方を検討された
い。

○ 経営戦略課
(令和4年度は経営計画課)

　次期計画を策定する際に、社会状況の変化を受けて実施状況等が変わった指標
については、新たな目標値もしくは新たな指標の設定が必要かを検討します。
　また、最終的な目標水準を設定しない指標について、例えば「毎年度増加」のよう
に、より具体的な設定の仕方を検討します。

対応中

5 33㌻
目標管理のための指標と現状を
説明する指標との区別について

目標管理の視点から、法令等に義務付けられているものや、強靭化地域計画の期間内
で市がコントロールすることの困難性が高い指標等については、次期計画策定時にお
いて、目標管理のための指標と区別して、現状を説明する指標として位置付ける等、指
標の性格を明確にすることを検討されたい。

○ 経営戦略課
(令和4年度は経営計画課)

　次期計画を策定する際に、計画期間内で市によるコントロールが困難な指標につ
いて、進捗評価の対象外の参考値として記載します。
　また、指摘された2つの指標（「公立こども園における避難訓練の実施回数」「市街
地緑化率（みどり率）」）の位置付けについて、次期計画を策定する際に検討し、明確
にします。

対応中

6 35㌻
共通して発生する事項への対応
について

再委託の手続や特定随意契約の公表方法等といった複数の部署で共通して発生する
事案については、職員個々における法令や手続面への理解促進や遵守意識の醸成等
による対応と、個々の職員が行う事務処理に対する組織的な支援等による対応の両面
から、今後に向けて必要な対応策を検討されたい。

○ 行政総務課

　「契約に関する事務」を内部統制制度の重点項目に設定し、次のことに取り組んで
います。
①「契約に関する事務」を年4回評価
②契約事務研修の充実(内容、回数)
③全職員の研修受講必須
④原課が行う契約決議書にチェックリストを添付
　また、特定随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号)については、市
全体の処理状況を把握・確認し、全庁に注意喚起を行いました。

措置済

7 43㌻ 実績報告の添付書類について

豊中市地区防災圏自主防災活動支援補助金交付要綱において、補助対象団体は、補
助事業実績報告書に「写真等の写し」を添付して報告しなければならないものとされて
いるが、令和3年度の補助金15件のうち12件において添付されていないかった。
現在の要綱の定めによるならば提出を求める必要があるが、補助金交付事務の簡素
化の観点から、提出を求める必要性に乏しいのであれば、要綱の改正により、提出書
類の範囲を見直すことも検討する必要がある。

○ 危機管理課

　令和4年度の当該補助金の補助事業実績報告書について、事業実施を証明できる
ものとして「写真等の写し」の提出を文書で厳格に求め、全団体から提出済みです。
　令和5年度のこの補助事業の案内文において、手続きに必要な提出書類を一覧化
した「提出書類早見表」を添付し、提出を求めています（6月に対象団体宛てに送
付)。

措置済

令和４年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況について(令和5（2023年）年9月22日現在）　

Ⅰ　監査の総括

１．豊中市強靭化地域計画について

２．各部署共通に発生する事項への対応について

Ⅱ　危機管理課

１．自主防災体制推進事業

1
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令和４年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況について(令和5（2023年）年9月22日現在）　

8 44㌻  遡及的な交付決定について

一般的には、要綱等に遡及適用に係る規定がなければ、補助金の交付決定後に発生
した経費が補助対象になると考えられるが、豊南校区自治会連合会自主防災会に対す
る補助金交付決定に関しては、交付決定の日を資機材の購入より前とするために、遡
及した日付で交付決定の決裁が行われたものと思われる。
補助金の交付決定前に資機材の購入を行うことを認めても、特段の不都合が生じない
ということであれば、遡及的な交付決定を行うのではなく、実際の交付決定日により、遡
及適用を認める旨の条件を付した交付決定を行うべきであった。
また、補助金交付事務の簡素化の観点からは、要綱上、交付決定前の資機材の購入
についても補助対象とする旨、明記することも考えられる。

○ 危機管理課

　補助金等交付規則の規定に基づき、交付申込前に購入したものは対象外となり、
遡及できません。令和5年度は、このことを補助事業の案内文(6月送付）に明記する
とともに、自主防災活動団体連絡会議(8月)において対象団体に口頭で周知しまし
た。また、申込受付時や交付決定の際には口頭で、必ず説明を行い、要綱に基づき
手続きを厳格に行っています。

措置済

9 45㌻ 補助対象の区分について
補助対象事業は、「資機材整備等」と「地域防災活動」の2つに区分されているが、「資
機材整備等」と「地域防災活動」の区分が判然としていない面がある。要綱上、「資機材
整備等」と「地域防災活動」の区分をより分かりやすく示すことが望ましい。

○ 危機管理課

 令和5年4月1日に要綱を改正し、事業計画書、実績報告書、事業変更計画書のい
ずれについても、「資機材整備等」については災害に備えた備蓄物資等を、「地域防
災活動」については防災訓練等の実施にあたり必要となる事務用品等を記載するこ
とを様式に明記し、区分を明確に示しました。

措置済

10 46㌻
補助事業の計画と実績の乖離に
ついて

補助事業計画書と補助事業実績報告書の記載内容を比較したところ、その内容がかな
り変わっているものが見受けられた。
「資機材整備等」については、自主防災組織が自団体において整備の必要性の高い物
品を熟知していると考えられることから、補助金交付事務の簡素化の観点からは、補助
事業計画書においては、「資機材整備等」と「地域防災活動」の補助金額の配分と「地域
防災活動」の具体的な内容を記載することとし、「資機材整備等」における個別具体的な
品目名については、実績報告書による報告にとどめることも考えられる。

○ 危機管理課

 団体の判断による計画的な整備を図りつつ、適正な資機材かどうかを審査し、補助
金交付の可否を市が判断する必要があるため、令和5年度の補助事業の案内文(6
月送付)に、交付決定時の事業計画書から変更がある場合は、事業計画変更の手
続きが必要であることを明記し、周知しました。また、自主防災活動団体連絡会議(8
月)において、対象団体に口頭で説明しました。

措置済

11 47㌻
今後の自主防災組織及び補助
金のあり方について

自主防災組織は、現在、豊中市内に30団体が結成されているが、令和3年度において、
豊中市地区防災圏自主防災活動支援補助金が交付されたのは、全体の半数の15団体
にとどまっている。
今後の方向性としては、地域自治組織の結成を支援することで、防災を含めた地域の
課題の解決に向け、地域の自主的な取組みを促進することが考えられることから、豊中
市地区防災圏自主防災活動支援補助金の交付を受ける自主防災組織が存在する地
域以外の状況についても調査し、地域の防災活動への取組みを積極的に支援する必
要がある。

○ 危機管理課

 豊中市地区防災圏自主防災活動支援補助金の交付を受ける自主防災組織が存在
する地域以外の10地域について状況を調査したところ、同地域内で活動する自主防
災活動団体が70団体あり、自主防災組織の活動や上述の補助金についての情報提
供を充実させることで、地域の防災活動への取組みを支援することが課題となって
いる状況でした。このことから、10地域への啓発チラシの配布をはじめ、出前講座や
防災アドバイザー派遣制度等を通じて、自主防災活動の活性化が図られるよう、継
続して啓発を行っています。今後も、地域の防災活動への取組みを積極的に支援し
ます。

措置済

12 48㌻
予定価格算定における見積書の
前提条件について

本業務では、予定価格の算定のため、2者から参考見積書の提出を受けているが、映
像尺の想定において、2者の見積りの前提条件が異なっている点が見受けられた。
本件においては、より長い映像尺を想定している株式会社テナシティの見積金額が安
価であったため、当該金額をもって予定価格としており、結果的に予定価格に及ぼす影
響はなかったが、予定価格の算定における見積書の徴取にあたっては、比較可能性の
観点から、前提条件を同一とする必要がある。

○ 危機管理課

 見積比較の正当性を保つため、令和5年度から、見積書の徴取における前提条件
が同一になるよう、必ず、文書で相手先の事業者に示すこととし、課内ミーティングで
周知徹底するとともに、この文書作成及び見積書の確認においては、複数の職員に
よる読み合わせやダブルチェックを行っています。今後も、「契約手続きチェックリス
ト」を活用する等しながら、見積書の適切な徴取を図ります。

措置済

13 50㌻ 委託料の内訳の精査について

防災・福祉ささえあいづくり推進事業業務委託（以下「ささえあい委託」という。）は、社会
福祉法人豊中市社会福祉協議会（以下「社協」という。）に業務委託するものであり、危
機管理課では、社協から提出された見積書をもとに契約金額を決定し、契約期間終了
後に費目別の内訳について実績報告を受けている。
見積書と実績報告における費目別の内訳は異なるが、合計額はいずれも同一となって
おり、合計額を一致させるための調整が行われているとの疑念を持たれかねない。
また、見積書によると、人件費（賃金・諸手当、社会保険料、共済会負担金支出、退職
手当積立基金預け金）については、正職員1名分が積算されているが、危機管理課によ
ると、ささえあい委託には社協の複数の職員が関与しているとのことであった。
ささえあい委託は、随意契約（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）によっている
が、契約金額の妥当性については、全ての契約方式において、十分な検証が行われる
必要がある。
ついては、社協に対し、作業時間（日数）に人件費単価を乗じるなど、業務実施の実態
に即した見積書及び実績報告の提出を求め、契約金額の妥当性を検証すべきである。

○ 危機管理課

　令和4年度末の実績報告時に、人件費については、業務内容とその作業時間（日
数）、人件費単価を明示したもの、物件費については、科目ごとの内訳など、事業支
出の中身がわかるものの提出を受けました。また、令和5年度の業務委託に際して
は、見積時点から同様に、金額の根拠がわかるものの提出を受けました。これらを
通じて、契約金額が妥当であることを確認しました。

措置済

14 53㌻
仕様書における成果品の記載に
ついて

ささえあい委託の仕様書に記載された成果品と社協から実際に提出された提出物を比
較すると、対応関係が判然としないものが見受けられた。
危機管理課によると、校区別の取組状況が一覧できる資料があった方がよいとの判断
のもと、仕様書とは異なる形態の成果品を社協に指示したとのことであったが、当該成
果品の中に、仕様書に定める「訓練未実施校区への働きかけ及び支援状況についての
記載」を確認することができなかった。
仕様書における成果品の記載は、委託業務の履行確認にあたって重要な要素となるた
め、実態に即した記載にする必要がある。

○ 危機管理課

　令和4年度末の実績報告時、仕様書の記載に対応した成果品の納品を受けたこと
を確認しました。
　令和5年度業務委託契約について、業務の履行確認を適切に行うため、仕様書の
記載を見直し、業務内容と成果品の整合を図りました。今後も、「契約手続きチェック
リスト」を活用する等しながら、業務内容の履行を適切に確認することを前提として、
仕様書の記載を適宜見直します。

措置済

２．避難関連事業
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15 54㌻
契約書における委託料の支払に
関する規定の明確化について

豊中市では、平成30年度において、避難行動要支援者名簿の作成・管理事務の適正
化及び効率化を図るために避難行動要支援者名簿管理システムを導入しており、避難
行動要支援者名簿管理システム保守業務委託（以下「名簿保守委託」という。）は、その
保守・運用を行うものである。
名簿保守委託は月払いで委託料を支払っているが、仕様書では月払いであることが明
確に記載されているが、契約書では、「保守点検を実施したとき」との規定であり、月払
いであることが明確となっていない。
また、業務の性質上、契約期間を通じた保守業務の履行が求められるものであるが、
「保守点検を実施したとき」との文言は、受注者により保守点検を実施するか否かを選
択できるとの誤解を招きかねない。今後、業務の内容及び支払方法を明確にするよう契
約書の文言を検討されたい。

○ 危機管理課
　令和5年度の契約から、契約書第5条において、毎月の業務完了後に委託料を毎
月支払うことを明記し、業務内容及び支払方法を明確に記載しました。

措置済

16 55㌻
仕様書における成果品の記載に
ついて

名簿保守委託の仕様書において、成果品として、操作マニュアルやシステム設計書が
定められているが、これらはシステムの仕様に変更が発生した場合にのみ更新されるも
のであり、毎年提出を受ける必要はなく、実際にも提出を受けていないとのことであっ
た。
仕様書においても、このような実態に即して、必ず提出を求める書類と必要と認める場
合に限定して提出を求める書類を区分し、明確に記載することが望ましい。

○ 危機管理課
　令和5年度の契約から、仕様書において、委託業務内容に応じて必ず提出を求め
る書類と、対応時に限り提出を求める書類を区分し、明確に記載しました。

措置済

17 58㌻
補助金又は交付金を活用して整
備された資機材及び備蓄物資の
把握について

地域防災計画に基づき、災害時に備え、危機管理課が所管する本事業において、資機
材及び備蓄物資の調達が行われている。
一方、地区防災圏自主防災活動支援補助金又は地域自治組織活動交付金の交付を
受けた自主防災組織又は地域自治組織が当該補助金等を活用して、整備する資機材
及び備蓄物資も存在する。また、地域の団体が、自主財源により資機材及び備蓄物資
の整備を行っていることも考えられる。
自主防災組織、地域自治組織等による資機材及び備蓄物資の整備は、一義的には、
当該団体の自主的な判断に委ねるべきものであるが、資機材及び備蓄物資等の整備
について、豊中市が直接予算執行するものだけではなく、自主防災組織地域、地域自
治組織等が補助制度又は自主財源により整備したものも含めた全体像を把握すること
は、地域ごとの固有の状況や課題認識の把握にも資すると考えられる。
よって、危機管理課においても、コミュニティ政策課との連携を強化し、地域における資
機材及び備蓄物資等の整備の状況を把握するよう努めるべきである。

○ 危機管理課

　地区防災圏自主防災活動支援補助金を活用して整備した主な資機材及び備蓄物
資等の状況に関して把握している情報を、令和5年8月末時点で更新しました。今後
も、毎年度、同補助金の実績報告の完了後、更新します。
　また、地域連携課と協議し、地域自治組織(9組織)において地域自治組織活動交
付金を活用して整備した主な資機材及び備蓄物資等の状況について、毎年度、情報
共有することにしました。

措置済

18 59㌻
委託業務の内容と随意契約理由
の整合性について

豊中市では、市立小学校41校及び中学校18校のコミュニティ防災資機材庫等、全76ヶ
所に非常用発電機を合計80台配備しており、本業務は、その保守点検及び必要が生じ
た時点で消耗品（ガソリン、バッテリー）の入替えを行うものである。
本業務は、随意契約（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）によっており、随意
契約理由書には、緊急時の迅速な対応が可能な点も記載されているが、仕様書におい
ては、緊急時の対応について明確には記載されていない。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約は、契約先の唯一性が強く
求められるものであり、仕様書においても、緊急時における迅速な対応についても明記
することにより、委託業務の内容と随意契約理由の整合性を確保する必要がある。

○ 危機管理課

　受託者は、当該非常用発電機の点検業務について、メーカーが近隣市町村の区
域内で指定する唯一の指定店であり、本業務委託に係る随意契約理由は、そもそも
本業務を実施できるライセンス等を有する業者が一社しかないことです。
　このため、令和5年度契約における随意契約理由書から、「迅速な緊急時対応」に
関する記述を削除し、委託業務の内容と随意契約理由の整合を図りました。

措置済

19 60㌻ 非常用発電機の管理について

非常用発電機保守点検業務の点検報告書を閲覧したところ、緊急時に迅速に使用でき
る状況となっていない可能性のある事項の記載が見受けられた。
危機管理課によると、点検作業の後、適切に是正の措置を行ったとのことであるが、常
時、迅速に使用できる状況にしておかなければ、緊急時に十分な対応ができないことも
想定される。
コミュニティ防災資機材庫は、小中学校や自主防災組織など、複数の関係者による管
理が行われており、責任の所在が不明確となる可能性があるため、点検作業の実施時
期にかかわらず、継続的に適切な管理が行われるよう、関係者に管理方法の周知を図
る必要がある。

○ 危機管理課

　従来から、点検において不備が見つかった際には速やかに対応することとしてお
り、令和5年度の委託契約時に、改めてこのことを市と受託者双方で確認しました。
　コミュニティ防災資機材庫には、設置している備品一覧及び非常用発電機の使い
方マニュアルを常備しており、発電機については、地区防災圏(小学校区)において
自主防災活動を行っている団体を対象に、使用方法の研修を実施しました(令和5年
8月、自主防災活動団体連絡会議)。今後も同様に、適宜、管理方法の周知を図りま
す。

措置済

20 62㌻
仕様書に基づく提出書類の不備
について

本業務は、新たに高潮ハザードマップの作成を行うとともに、既に作成済みである浸水
ハザードマップ及び土砂災害ハザードマップと合わせた冊子用データを作成することを
目的とするものであるが、仕様書で定められた業務計画書が提出されていなかった。
危機管理課によると、業務計画書は工程表により代替できるものであり、実質的に問題
はないとのことであるが、仕様書に記載された書類については、網羅的に提出を受ける
必要がある。

○ 危機管理課

　令和5年度から、契約締結の直後に仕様書を確認し、漏れが無いように、受託者に
提出を求めることを課内ミーティングで周知徹底し、提出を求めています。併せて、
受託者からの提出書類に係る承認の起案等を適切に行うことについても課内で周知
徹底し、起案等の過程で書類の漏れが無いことを確認しています。

措置済

３．備蓄物資整備・管理事業

４．風水害対策
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21 63㌻
個人情報取扱特記事項の添付
について

本業務は、豊中市総合ハザードマップについて、市内全域の全世帯と全事業所に原則
として各1部配布することを委託するものであるが、配布にあたっては、受託者が自らエ
リアごとの配布先を確認して実施しているとのことであり、受託者自らが個人情報を収
集していることになる。
一般的な委託契約において添付される「個人情報取扱特記事項」においては個人情報
の収集の制限に係る規定が設けられているが、本業務の契約書には、「個人情報取扱
特記事項」が添付されておらず、契約書において、個人情報等の漏洩の禁止に係る規
定は設けられているものの、収集の制限に係る規定が設けられていなかった。
他の委託契約と異なった規定とすることに合理的な理由はなく、逆に契約書に個人情報
の取扱いに係る規定を包含させることで、必要な規定が漏れてしまう可能性もあるた
め、「個人情報取扱特記事項」を添付する取扱いとする方が望ましかったものと言える。

○ 危機管理課

　個人情報等を取り扱う委託契約については、「契約手続きチェックリスト」の項目に
「個人情報等取扱特記事項」の添付を加え、漏れがないようにチェックし、契約書に
添付することとしました。
　また、次回以降のハザードマップの配布に備え、監査結果及び上記の措置を課内
で適切に引き継ぐため、委託契約に係る注意事項を記載した文書を作成し、次回の
契約時に確認する他の書類と併せてデータで保存するとともに、契約事務を進める
際に必ず確認することを課内ミーティングで徹底しました。

措置済

22 66㌻
仕様書に定める操作研修の未実
施について

豊中市危機管理対策支援システム運用保守業務委託は、豊中市危機管理対策支援シ
ステムの運用及び保守（ハードを除く。）業務を行うものであり、当該業務委託契約の仕
様書には、操作研修の実施についての記載があるが、本システムの操作方法について
は、既に習熟している職員が多く、研修の必要性が乏しいこともあり、実際には開催さ
れていないとのことであった。
そのような事情については理解できる面はあるが、結果的に、仕様書の内容と実際の
業務が整合していないことになるため、操作研修の必要がないのであれば、仕様書から
削除すべきであったと考える。

○ 危機管理課

　指摘のあったシステム運用保守業務のように、複数年度にわたり業務を委託する
が、業務内容は年度単位で差異がある可能性がある場合の仕様書について、過年
度の仕様書を参考にしつつ、記載内容を複数職員で精査し、チェックすること等を課
内ミーティングで周知徹底しました。今後も、「契約手続きチェックリスト」を活用する
等しながら、実際の業務と齟齬が無いよう、整合を図ります。

措置済

23 68㌻
契約書の表題及び内容や予算
科目の不整合について

豊中市河川映像および気象情報配信業務は、豊中市における気象予測や、防災体制
準備及び解除判断に必要な河川映像及び気象情報の提供を行うものであり、映像の提
供を受けるだけでなく、3時間以内に時間50mm以上の降雨が予想される場合や台風が
近畿地方に接近する場合には、気象予報士より豊中市担当職員宛に見通しをメール通
知するなどの内容も含まれている。
本業務の契約書は、表題については、「賃貸借契約書」とされているが、条項等の内容
については、委託契約書のひな形を使用して作成されており、契約書の表題と内容が
整合していない。
また、本業務に基づく支出額は使用料として執行されているが、映像配信について、
WEBサービス利用料にあたると考えれば、使用料として執行することに妥当性があるも
のの、気象予報士からのメール通知については、調査の委託としての側面が強く、委託
料として執行すべきとも考えられる。
本業務には、多岐に亘る内容が含まれており、どの支出科目が適切については、契約
内容を改めて吟味する必要があるが、少なくとも契約書の表題と内容の不整合につい
ては速やかに解消すべきである。

○ 危機管理課

　令和5年度から、気象情報配信業務については委託契約とし、「豊中市気象情報配
信業務委託契約書」を作成して、業務内容と整合を図りました。
　また、令和5年度から、支出費目について、河川映像配信については引き続き使用
料として、気象情報配信業務については委託料として予算措置しました。

措置済

24 69㌻ 事業評価における指標の取扱い

「令和4年度事業評価シート（令和3年度実施分）」では、評価の指標として「大阪府防災
情報システム情報発信回数」を挙げているが、目標1件に対して、平成30年度に2件の
実績があるのみで、他の年度は0件となっている。これは、災害により人的・物的被害が
発生した際に、大阪府防災情報システムを通じて大阪府へ情報発信が行われるところ、
平成30年度には、大阪府北部地震及び台風21号の2度にわたり人的・物的被害の発生
があったが、他の年度は災害の発生はあったものの、人的・物的被害が発生しなかった
ためである。
このように災害の有無によって実績が左右されるような指標により事業を評価するのは
適切でなく、例えば、災害に備えた情報発信の訓練の回数を指標とするなど、適切かつ
わかりやすい指標を選ぶことが求められる。

○ 危機管理課
　令和4年度事務事業評価において、「大阪府防災情報システム情報発信回数」を新
たに「職員参集配信訓練回数」に変更し、実績等を記載しました。 措置済

25 71㌻
仕様書に基づく提出書類の不備
について

とよなか同報通信システムの操作端末は納入より11年以上経過し、経年劣化が進行し
ており、メーカーによる保守も終了しているため、故障発生時に修理不可となっているこ
とから、本業務において、危機管理課内に設置されている親局設備の一部機器を更新
することとしたものである。
仕様書に定める機器承認願については、仕様書において指定している品目（型番）と実
際に納入する機器が一致しているのであれば、特段、提出を求める必要はないと考えら
れるが、仕様書には、プリンターを除き具体的な型番は記載されていない。よって、請負
者が機器承認願において具体的なメーカー、型番等を記載し、その内容を豊中市にお
いて確認し、承認するという過程を経ることが望ましいと考えられる。
また、データ消去作業完了報告書については、交換したパソコンのハードディスク内の
データ流出を防止する観点から、提出を求めることには大きな意味があると考えられる
が、実際には提出されていなかった。
仕様書において提出を求めている書類については、漏れなく提出を求める必要がある。

○ 危機管理課

　令和4年度契約については、機器承認願の内容を確認し、決裁を経て承認していま
す。また、仕様書に記載されている書類が漏れなく提出されていることを確認しまし
た。データ消去についても、破砕証明書の提出を受けています。
　令和5年度から、契約締結の直後に仕様書を確認し、漏れが無いように、受託者に
提出を求めること、また、受託者からの提出書類に係る承認の起案等を適切に行う
ことについて、課内ミーティングで周知徹底し、起案等の過程で書類の漏れが無いこ
とを確認しています。

措置済

５．防災対策関連システムの運用

６．防災無線運用事業
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26 73㌻
本業務と定期点検業務の随意契
約理由の整合性について

本業務は地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約とされており、その
随意契約理由においては、契約先である西菱電機株式会社大阪支社をソフトウエアの
製作事業者であると認識している。一方、同報通信システムについては、本業務とは別
に定期点検業務があり、本業務と同一事業者との間で、地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号による随意契約を締結しており、その随意契約理由においては、「代理店」
とされており、本業務の随意契約理由と整合していない。
契約先が委託契約の履行において担っている役割を再確認し、実態に即した随意契約
理由とすべきである。

○ 危機管理課
　令和5年度の委託契約から実態に即して随意契約理由を見直し、契約先が本市の
導入機器及びその定期点検業務に精通していることとしました。

措置済

27 74㌻
仕様書における再委託に係る
「主たる部分」の記載について

危機管理課における委託契約の多くにおいて、一括再委託等の禁止について、契約書
に次のような規定が置かれている。
この規定においては、一括再委託を禁止していることに加え、「設計図書において指定
した主たる部分」についての再委託についても禁止している。
この点、「再委託に関するガイドライン」（豊中市総務部契約検査室　平成29年8月改正）
においては、「業務の履行にあたって、契約の相手方が自ら履行しなければならないも
のについては、設計図書等に「主たる部分」として、原則、明示することとします。」とされ
ているが、監査の対象とした委託契約において、仕様書への明示が行われていなかっ
た。
危機管理課においても、「再委託に関するガイドライン」の趣旨に則り、仕様書に再委託
に係る「主たる部分」を明記することを検討すべきである。

○ 危機管理課
　令和5年度から、指摘のあった契約をはじめ、すべての委託契約について、「主たる
部分」の内容を契約書等に記載しました。今後も、「契約手続きチェックリスト」を活用
する等しながら、「主たる部分」を明記します。

措置済

28 79㌻
地域自治組織活動交付金の交
付決定に係る起案書の記載誤り
について

上野地域連絡会への地域自治組織活動交付金の交付決定に係る起案書においては、
小学校区の人口と年少人口率係数が誤って記載されていた。
助成限度額の算定は正しい校区人口と係数をもとに行われ、交付決定額自体は正しく
算定されているものの、起案書には正確な数値を記載する必要がある。

○
地域連携課

(令和4年度はコミュ
ニティ政策課）

　令和3年度の起案書はすでに修正済です。令和4年度以降の起案書においても、
誤りがないことを確認しています。
 今後、同様の誤りを防止するため、各地域自治組織の担当職員に加え、当該組織
の担当以外の職員によるチェックを行い、正確な数値を記載します。

措置済

29 80㌻
委託業務による成果の還元につ
いて

地域づくり活動計画策定アドバイザー業務を委託することにより、特定の地域自治組織
における地域づくり活動計画の策定支援を行っているが、本委託契約で得られた成果
を既存の市内の地域自治組織や、今後、地域自治組織の設立を検討している地域に対
しても、最大限還元する必要があると考える。
たとえば、本委託業務を通じて作成された地域活動動画（コンテンツ）の中には、住民の
防災意識と地域の防災力を高めるために、極めて有用な取組みが含まれており、市内
の他の地域においても同様の取組みを展開することは、強靭化にも資するものと考え
る。
現在、市のホームページにおいて、各地域自治組織における行事等を「お知らせ」とし
て掲載しているが、これに加えて、他の地域においてもノウハウを共有できるよう、地域
自治組織における先進的な取組みをデータベース化するなどの方策を検討されたい。

○
地域連携課

(令和4年度はコミュ
ニティ政策課）

　地域自治システムに関する「情報誌トロッコ」（毎年度発行）に2校区の活動事例を
盛り込むなど、紙面を充実させ、市ホームページに掲載したほか、全地域自治組織
に配付し、情報共有を図りました（令和5年3月）。今後も、各組織の活動状況を適宜
掲載します。
　また、組織の役員同士の交流や情報共有、今後の地域自治組織間の連携・協力
につなげることを目的とした地域自治組織交流会を開催しました（令和5年3月）。今
後も毎年度継続します。
　このほか、「防災」「祭り」などテーマごとの取組みや、地域活動動画（コンテンツ）等
の先進的な取組みについて他地域等においてもノウハウを共有できるよう、市ホー
ムページに各地域自治組織のホームページをリンクさせており、各組織のホーム
ページが適宜更新されるよう、働きかけを行っています。

措置済

30 85㌻ 当初予算額の積算誤りについて

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会に対する補助金交付要綱（以下、本項において
「要綱」という。）に基づく社協への補助金については、地域共生課のほか、長寿安心課
においても執行されている。
地域共生課の予算上、社協補助金は、細節「補助金」及び細節「社会福祉協議会補助
金」の2つに区分されており、このうち、細節「社会福祉協議会補助金」については、平成
21年3月に解散した財団法人豊中市福祉公社（以下「公社」という。）の事業を社協に引
き継ぐに当たり、公社から社協に移籍した職員（以下「旧公社職員」という。）の退職手
当引当不足額に対する補助とのことであった。
本来、細節「社会福祉協議会補助金」には、当該年度において退職する旧公社職員の
退職手当引当不足額を計上することになっており、令和3年度における当該金額は
1,152千円であったが、市の担当者が当初予算額を積算する際、誤って、社協における
令和3年度の退職給付引当金繰入額の予算額である8,785千円としてしまっている。
実際に細節「社会福祉協議会補助金」から執行されているのは、1,152千円で、当初予
算額との差額7,633千円は執行残となっており、結果的に、補助金を過大に交付した訳
ではないが、予算の積算は正確に行う必要がある。

○ 地域共生課

　令和5年度予算については、積算誤りがないことを、複数職員がダブルチェックし、
確認しました。
　今後も、予算編成作業における点検時等には、社会福祉協議会や関係課の文書
（メール等）による予算額を複数職員（担当者及び担当係長等）で確認し、積算を正
確に行います。

措置済

１．社会福祉協議会事業補助（地域共生課）

７．危機管理課の委託契約における共通事項

Ⅲ　市民協働部

Ⅳ　福祉部

１．地域自治システムの運用（コミュニティ政策課）
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31 86㌻
退職手当引当不足額に対する補
助のあり方について

公社の解散に先立つ平成21年1月7日付けで、社協、公社及び豊中市の3者間で「財団
法人豊中市福祉公社事業の承継に関する協定書」（以下「協定書」という。）が、また、
社協及び公社間で「職員の引継ぎに関する取決め」（以下「取決め」という。）が交わさ
れ、旧公社職員の身分や任用、給与等の取扱いについて合意されている。また、公社
における退職金の支給基準は社協職員の水準とは異なっていたところ、旧公社職員に
ついて、社協移籍後も、公社在籍時の条件を継続することを合意しているとのことで
あった。
取決めでは、退職金の支給に必要な財源は、公社から社協に引き継がれることとされ
ており、市が旧公社職員に係る退職手当引当不足額に対する補助を行う必要性はない
ようにも思われ、そもそも、市も当事者となっている協定書においては、市の退職手当
引当不足額に対する補助について、何ら触れられていない。
旧公社職員は、現時点においても26名が社協に在籍しているということであり、今後も、
退職金の支給が見込まれることから、市が公社職員の退職手当引当不足額に対する
補助を行う根拠や必要性について、改めて整理しておく必要がある。
また、市が事業補助と別枠で積算するのであれば、社協から市に提出された補助金に
係る精算書においても、退職手当不足額に係る部分を明確に区分すべきである。

○ 地域共生課

　社会福祉法人豊中市社会福祉協議会（以下「社協」という。）に対する補助金は、
「社会福祉法人豊中市社会福祉協議会に対する補助金交付要綱（平成16年3月25
日施行。以下「要綱」という。)」に基づき、社協が行う事業に対し交付しており、人件
費に係る経費の一部を補助対象経費としています。三者間の協定書においては、公
社の解散に伴い、その事業等を社協に引き継ぐことに関して、市は、解散の日以後
においても、社協の運営に引き続き協力するものとすると規定しています(第4条第1
項）。このことをふまえ、市は、公社及び社協における退職金の支給水準の違い等の
状況も勘案し、人的経費の一つとしての退職手当引当金を含んだ形での人件費を補
助対象経費としています。このことが要綱において明確になるよう、補助金の交付要
綱を令和5年4月1日付けで改正しました。
　また、令和4年度補助金に係る精算書から、退職手当不足額を明記できるように書
式を変更しました。

措置済

32 88㌻
経営安定化貸付金のあり方につ
いて

市は、毎年度当初に社協に対する経営安定化貸付金の貸付けを行い、年度末に同額
の償還を受けている。令和元年度までは、介護保険事業に係る介護報酬及び障害者総
合支援事業に係る報酬の3ヶ月分に相当する額を貸し付けていたが、令和2年度以降、
0.5ヶ月分ずつ減額することとしており、令和3年度は2ヶ月分として64,500千円を貸し付
けている。そして、今後、令和7年度には貸付額を0とする予定としている。
この点、毎年度末において、一旦、貸付金全額が償還される形となることから、社協の
貸借対照表において、市からの借入金が計上されることはなく、市が公表している「出
資法人等評価・カルテシート」においても当該貸付の存在が明らかにならないため、透
明性に欠ける財政運営手法であることは否めない。
また、地域共生課によると、令和6年度末までとの期限を定めたのは、社協の長期的な
事業継続という点から、貸付が必要と判断したとのことであるが、そうであれば、短期運
営資金ではなく、長期運営資金として貸し付ける方が実態に即していると考える。逆に、
短期運営資金とするのであれば、その都度、社協における資金繰りを判断するのが原
則であり、あらかじめ、令和6年度末までの計画を定めることには合理性がないと考えら
れる。
なお、地域共生課においても、上記のような課題を認識しており、今般の意見も受け、
当初、3年後の廃止を予定していたところ、令和4年度をもって前倒しして廃止とすること
とし、社協とも合意に至ったとのことである。

○ 地域共生課

　この貸付金は、社会福祉協議会の経営安定化を目的に、一定期間交付をするもの
です。当初は、この期間を令和6年度末としていましたが、令和3年度末において、介
護保険事業にかかる当期末支払資金残高が99,708千円に達し、令和元年度貸付金
額（3ヶ月分）の現金確保が行えている状況でした。また令和6年度の貸付金終了に
向けて令和4年度中の事業運営も計画どおり順調であったことから、この貸付金の交
付がなくても、経営の安定化が図られていることが確認できたため、社会福祉協議
会からの申出により、2年前倒しとなる令和4年度末で、この貸付制度を廃止しまし
た。

措置済

33 90㌻
豊中市住宅･建築物耐震改修促
進計画（改定版）の進捗に、より
寄与する方策の検討について

市では「豊中市住宅･建築物耐震改修促進計画（改定版）」に基づき、耐震化に向けた
施策を進めているところであり、令和2年度（2020年度）の中間検証においては、市有建
築物に比べ、住宅や多数の者が利用する民間の建築物等については耐震化が計画的
に進まない状況である。
民間所有の建築物等への対応ということもあり、市が対応できる対策には限界もある
が、施策の実効性をより高めるためには、目標達成を難しくしている原因を直接的に克
服できるような対応策を検討する必要がある。例えば、期間を限定した上での補助額の
上乗せや融資制度を設けた上での金利等での優遇や改修後一定期間における固定資
産税の減免、テナント・入居者の一時移動費用等の一部を補助することなどが考えられ
る。
補助額を増額するなどの施策については、市単独の財源によることは難しい面もあると
思われることから、大阪府の補助制度などの動向も注視しつつ、現状の取組みによる
成果を踏まえ、より目標達成に寄与する方策を検討されたい。

○ 建築審査課

　先進他市事例等も参考に目標達成により寄与する方策を検討し、従来からの取組
みに加え、新たに令和4年度から、市内の建築物の全所有者に対して、固定資産税
の納税通知書に耐震補助制度の案内チラシを同封し、耐震化の啓発を実施してい
ます。
　また、今年度、新たに、他市と共催で分譲マンションの耐震化フォーラムを開催す
るなど、引き続き、耐震化に寄与する方策を検討し、実施していきます。

措置済

Ⅴ　都市計画推進部

１．耐震補助事業（建築審査課）
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34 95㌻
事務事業評価における指標の取
扱いについて

　「令和4年度事務事業評価シート（令和3年度実施分）」では、評価の指標として「都市
計画証明申請件数」を挙げているが、本事業は、都市計画制度を適切に運用するため
の土地利用調査等の調査分析及び施策推進に向けた都市計画に関する情報発信を行
うものであり、その目的が達成されているかどうかという際の判断基準としては適切なも
のとは言い難い。
　本事業の場合であれば、例えば、都市計画窓口システムによる情報提供サービスの
出力件数などでも、事務を適切に実施していることを示す指標となり得るものと思われ
る。いずれにせよ、適切かつわかりやすい指標とするよう見直しを検討されたい。

○ 都市計画課
　評価の指標について、　「都市計画証明申請件数」を「道路情報提供システムによ
る都市計画情報の出力件数」に、変更しました（令和5年4月）。

措置済

35 99㌻
不動産鑑定評価依頼における随
意契約について

本事業においては公共用地の取得を行っており、その参考資料とするため、大島町一
丁目及び二丁目の土地にかかる不動産鑑定評価業務が行われている。
当該不動産鑑定評価業務においては、不動産鑑定評価を行う法人との間で、地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約により契約を締結している。市は、
公共事業に係る不動産鑑定評価業務は、対象不動産の状況に関する不動産鑑定士と
の協議などを踏まえて仕様が確定することが多いことや、その専門性より民法第643条
にある委任契約に相当するものであることから、適正な鑑定評価を行う上で必要となる
事前の複数回の打合せを行うことを可能とすべく随意契約を行うものとしている。
また、契約金額は「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」に基づき算定され、契約先に
よって変動しないことから、市は令和2年12月に定めた「用地取得に関する不動産鑑定
評価依頼事務処理要領」に基づき、契約先を選定している。
しかし、不動産鑑定評価業務自体にはその業務内容に特殊性がなく、かつ市内事業者
の数も少なくないことから、「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とするのは
疑問である。確かに、不動産鑑定評価業務の特性上、契約金額が高額になるケースは
希であるが、予定価格が50万円を超える事案については、他の地方公共団体の事例等
も踏まえ、今後、入札等の競争性がある形での契約先選定方法についても検討された
い。

○ 都市整備課

　公共事業に係る用地買収時の不動産鑑定の委託状況や買収実績について、過去
の状況を整理したうえで、他市等に事例の照会を行います（令和5年10月予定）。
　照会結果等を参考に、競争性がある形での契約先選定方法について検討を進め
ます。

対応中

36 103㌻
不動産鑑定評価依頼における随
意契約について

「３．庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業（都市整備課）」に記載の「① 不動産
鑑定評価依頼における随意契約について」と同一の内容である。 ○ 都市整備課

　公共事業に係る用地買収時の不動産鑑定の委託状況や買収実績について、過去
の状況を整理したうえで、他市等に事例の照会を行います（令和5年10月予定）。
　照会結果等を参考に、競争性がある形での契約先選定方法について検討を進め
ます。

対応中

37 104㌻
委託業務の成果物の利用につ
いて

本事業においては、「千里中央地区活性化基本計画」の実現に向けて、防災性に強い
まちづくりを進めるために、地区内施設の所有者及び管理者が情報を共有する共通の
プラットフォームとして令和2年度に設立した「防災ワーキング」が行う地域防災の検討
内容の立案、資料作成及び防災訓練などを支援する委託業務を実施している。
当該委託業務の成果物として市に報告書が提出されているが、その内容は、千里中央
地区における防災の基本コンセプトについて触れており、千里中央地区の施設の利用
者にとっては、防災意識を高める良い材料になる資料である。
現段階における本業務の報告書については、そのままの形での公開は難しい情報等が
含まれているが、そのエッセンスは市民にとっても十分有益である。今後、市民向けに
情報を整理した上で発信する方法を検討されたい。

○ 都市整備課

　地区内の各施設における災害対策マニュアルの共有や、民間施設の更新により整
備される設備などを想定した地区共通マニュアルの作成に向け、事業者など関係者
と検討中のため、現在は周辺住民などに周知することが難しい状況です。引き続き、
検討を深めて、早期に情報発信できるよう努めます。

対応中

38 107㌻
木造賃貸住宅建替促進等家賃
補助制度の今後について

本補助制度は、住宅市街地総合整備事業制度要綱に基づく重点整備地区内における
木造賃貸住宅等の建替えを促進することを目的に、建替える賃貸住宅等に従前から居
住している者が建替えた後の賃貸住宅等にもそのままの家賃で居住することを可能に
するため、当該対象住宅の家主に対して従前の家賃と建替え後の家賃の差額を補助
するものである（原則10年を限度とする。）。
令和3年度における本補助制度の実績は1件（交付額73,500円）であったが、補助の対
象となっていた入居者が、令和3年8月末をもって対象賃貸住宅等を退去して補助対象
ではなくなり、その後、令和4年8月現在においても利用実績はない。
庄内･豊南町地区には「大阪府密集市街地整備方針」において解消の対象とされている
危険密集（地震時等に著しく危険な密集市街地）が含まれており、他の地方公共団体の
動向も踏まえつつ、本補助制度のメリットやデメリットを比較衡量するとともに、利用対象
となり得る市民の意向や動向などを調査し、実際に活用される制度となるよう見直しを
図られたい。

○ 都市整備課

　効果的な補助制度の構築に向け、利用対象となる市民の意向の聞き取り等を進め
ています。
　今後、聞取りの結果及び他の地方公共団体の動向もふまえつつ、危険密集の解
消に向けて、別途行っている除却費補助制度の令和5年度見直しと合わせて、制度
の見直しを検討します。

対応中

５．市街地再開発（庄内・豊南）（都市整備課）

２．都市計画調整事業（都市計画課）

３．庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業（都市整備課）

４．千里中央地区再整備（都市整備課）
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39 111㌻
空き家の家財整理･相続セミナー
の公開方法について

本事業は、総合的な空き家対策方針に基づき、住宅の適切な管理の推進や中古住宅
の流通促進、管理不全空き家の改善･解消をめざすものであり、令和3年度における本
事業の細事業には空き家の家財整理･相続セミナーの開催が含まれている。当該セミ
ナーは、定員40人であったのに対し参加者が28人と、新型コロナウイルス感染症の影
響があったことを考慮するならば、一定の需要があるセミナーといえる。
空き家を相続する可能性がある40歳代から60歳代は、ITに関する知識も一定程度浸透
した世代であることから、インターネット配信によるWebセミナーはメリットが大きいものと
考えられる。
本セミナーは「大阪の住まい活性化フォーラム」(事務局：大阪府)との共催であり、同
フォーラムにおけるセミナー運営マニュアルでは、講演内容の録画・録音が原則として
禁止されているとのことであるが、今後開催するセミナーでは、共催者や出演者などと
協議した上で、インターネット配信によるセミナーの公開を検討されたい。

○
建築安全課
（令和4年度は

住宅課）

　令和5年度のセミナー開催（12月目途）に向け、共催予定である「大阪住まいの活
性化フォーラム」の事務局(大阪府）や、講師の依頼先の司法書士会と、内容、WEB
配信などについて調整を進めています。

対応中

40 114㌻
道路構造物補修工事の工事代
金の支払について

道路構造物補修工事の工事代金の支払については、工事請負契約書の特記仕様書に
よると、3ヶ月に一回を目安に行うこととし、詳細については監督職員と協議のうえ進め
ることとされている。令和3年度においては、いずれの工区も全工事の完了後に工事代
金を一括払することとなったが、道路構造物補修工事の工事代金は、施工業者にとって
は必ずしも少額とはいえない。施工業者の資金負担を軽減し、工事の品質確保の観点
から、工事代金の支払は、原則として部分払とする運用の推奨を検討されたい。

○
基盤保全課
契約検査課

　道路構造物補修工事(単価契約)の特記仕様書の文言を変更し、受注者に対して、
契約締結時等に仕様書の文言を実際に示しながら口頭で説明する等、部分払いの
活用を促進しています。

措置済

41 115㌻
道路構造物補修工事の契約時
における印紙税の取扱いについ
て

道路構造物補修工事においては、指名競争入札の結果落札した者と「建設工事請負契
約書」を締結するほか、市からの個々の工事の施工指示を行う「指示書」に基づき、「契
約書」（指示契約金額が130万円を超える場合）または「承諾書」（指示契約金額が130万
円以下の場合）が作成される。
現状、「建設工事請負契約書」に関しては、予定金額を税込とした額を印紙税法の2号
文書（請負に関する契約書）に記載された契約金額とし、この金額に応じた印紙を貼付
している。また、「契約書」または「承諾書」については、「工事単価契約の事務フロー」に
従い、印紙の貼付は不要としている。
しかし、「建設工事請負契約書」は印紙税法上の2号文書ではあるものの、単価契約で
あることから、記載の内容によっては、契約金額の記載のないもの（印紙税額200円）に
該当する可能性がある。また、「契約書」または「承諾書」は課税文書とされていない
が、印紙税法上の2号文書に該当する可能性があり、その場合は、記載された契約金
額（指示契約金額）に応じた印紙を貼付する必要がある。
印紙は施工業者の負担により貼付するものであるが、「建設工事請負契約書」、「契約
書」及び「承諾書」における印紙税の取扱いについては、あらためて所轄税務署等に問
い合わせる等し、適切な印紙の貼付がなされるよう対応する必要がある。

○
基盤保全課
契約検査課

　豊能税務署に確認し、令和5年度から「建設工事請負契約書」及び指示書に基づく
「契約書」、「承諾書」を印紙税法上の2号文書として取り扱い、施工業者により適切
に貼付されていることを確認しています。

措置済

42 118㌻
設計書における単価の適用誤り
について

平成30年12月25日に受託者を募集した放置自転車対策一括業務委託契約において
は、業務委託料上限額の設計に際して、その一部に国土交通省が公表する公共工事
設計労務単価を採用しているが、「事業用貨物自動車（トラック）」に係る委託料の積算
にあたり、その前年の平成29年3月から適用する労務単価（運転手（一般）、軽作業員）
を採用している。
本来、直近の平成30年3月から適用する単価を採用することが適切であったものであ
り、その場合よりも20万円程度（年額：税込）過少となっている。影響額は大きくないもの
の、今後、業務委託料の設計額を算定するにあたっては、直近の単価を適用し、より実
態に即したものとする必要がある。

○ 交通政策課

　監査結果を課内で適切に引き継ぐため、「委託契約に係る注意事項」を記載した文
書を作成し、次回契約時に確認する他の書類と併せてデータで保存するとともに、委
託料の設計額を算定する際に必ず確認することを課内ミーティングで徹底しました。

措置済

１．維持補修事業（基盤保全課・契約検査課）

６．空き家対策事業（住宅課）

Ⅵ　都市基盤部

２．放置自転車等防止事業（交通政策課）
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43 119㌻
特定随意契約に係る契約の締結
状況等の公表について

放置自転車対策一括業務委託は、令和4年度から、地方自治法施行令第167条の2第1
項第3号に該当するものとして、令和3年度までの受注者である公益社団法人豊中市シ
ルバー人材センターと契約を締結している。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき、シルバー人材センター等と随意
契約（特定随意契約）を締結する場合には、豊中市財務規則第104条の2の規定によ
り、あらかじめ契約の発注見通しや契約の相手方の決定方法並びに選定基準などを公
表するとともに、契約締結後においても所定の事項を公表することが求められている
が、本契約に関しては、市のウェブサイト上、特定随意契約に係る情報を掲載するため
の「福祉施設等との随意契約の公表」のページに掲載されていない。
また、「随意契約理由」には、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき、高
齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターよ
り役務の提供を受けるもの。」としか記載されておらず、本来、公表が求められる契約の
相手方の決定方法や契約の相手方とした理由などは明示されていない。本契約は、令
和3年度までは公募型プロポーザルにより事業者を募集していたものでもあり、所定の
公表事項を明確に示す必要がある。

○ 交通政策課
　令和5年3月に、本来の「福祉施設等との随意契約の公表」のページに、契約の相
手方の決定方法等の所定の事項を明示して掲載しました。

措置済

44 123㌻ 制度の周知について

令和3年度における民間駐輪場整備助成台数の実績はなく、市のホームページにて、
民間駐輪場整備助成事業の概要、申請方法、関連する書類の様式及び問い合わせ先
等が掲載されているが、結果として、助成金制度の周知としては十分ではなかったもの
と言える。今後も、周知文の市の広報誌への掲載や作成済のリーフレットを市のウェブ
サイトに登載するなど、助成金制度の周知に引き続き努力されたい。

○ 交通政策課
　市ホームページにリーフレットを掲載しました(令和5年3月)。
　また、駐輪場事業者等に対して個別にリーフレットを配布し、周知を進めています。

措置済

45 126㌻
横断歩道橋に係る存続の適否の
定期的な検討について

豊中市においては、令和3年度からの第3期横断歩道橋長寿命化計画の策定に際し
て、令和2年度に管理する14橋の利用状況調査（12時間通行量調査）を実施し、その
際、「①利用者数が20人未満か否か」、「②通学路指定の有無」、「③代替手段となる横
断歩道の有無」の3条件を定め、全ての条件に該当する横断歩道橋については存続の
適否を検討する対象としている。
歩行者の経路選択や通学路の変更等により、各横断歩道橋の利用実態は変化する可
能性があることから、今後も、横断歩道橋の利用実態等を踏まえた存続の適否の定期
的な検討をルール化されたい。

○ 基盤整備課
　横断歩道橋の存続の適否については、平成19年度の第1期から利用状況調査の3
条件による検討をしていますが、今後も5年ごとに実施する横断歩道橋の定期点検
に合わせ、利用実態による存続の適否を検討するルールとします。

措置済

46 131㌻
随意契約理由の公表方法につ
いて

豊中市財務規則第104条の2第3号では、契約締結後に契約の相手方となった者の名
称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況を公表することが規定されている。
本事業では新千里2号線(北新田橋)改修及び床版補強設計委託に関して随意契約を締
結しているが、随意契約理由書は市のウェブサイト上の「入札・契約情報＞随意契約理
由の公表」ではなく、「入札・契約情報＞入札結果＞令和3年度入札結果（測量及び建
設コンサルタント業務）」に掲載されている。
しかし、この掲載方法は公表されていないため、ウェブサイト上の「随意契約の理由の
公表」のページだけを閲覧した場合には、当該ページに掲載された案件以外の随意契
約は存在しないと誤認するおそれもある。複数のページにおいて公表するのであれば、
掲載方針などのルールも併せて公表することや、関連ページのリンクを貼付するなど、
市民がアクセスしやすく、明瞭に認識できる公表方法を検討されたい。

○
基盤整備課
契約検査課

　令和5年8月以降、「工事」並びに「測量及び建設コンサルタント業務」については、
現行の「入札結果」のページとともに、「随意契約理由の公表」のページでも随意契
約理由を公表することとしました。

措置済

47 132㌻
対外的にもより分かりやすい随
意契約理由書の記載について

新千里2号線(北新田橋)改修及び床版補強設計委託は、地方自治法施行令第167条の
2第1項第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき。」に該当するとして随意
契約にて契約を締結している。
随意契約理由書は所定の記載方法に沿って作成されており問題はないが、本件の背
景には、北新田橋が中国道をまたぐ橋梁であり、工期に自由度がなく通常以上の工期
短縮が求められる点があり、その点を示した方が、市民などの外部者に対しては、より
必要性を理解しやすいものであったと言える。
随意契約理由書に冗長な記載は避けるべきであるが、市のウェブサイトに掲載されるも
のでもあることから、今後、対外的にもより分かりやすく随意契約の必要性を示す記述と
するよう留意されたい。

○
基盤整備課
契約検査課

　ご指摘の趣旨については、公表している随意契約理由の中で、特に、「業務委託期
間の短縮」と表記することでお示ししているところです。
　監査結果をふまえ、随意契約理由書について、今後も、「契約手続きチェックリス
ト」を活用する等しながら、対外的にわかりやすく、必要性を示す記述とします。

措置済

３．民間駐輪場整備助成事業（交通政策課）

４．横断歩道橋改修事業（基盤整備課）

５．道路橋長寿命化事業（基盤整備課・契約検査課）
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48 134㌻
舗装工事契約における指名業者
について

予定価格が3千万円以上の建設工事については「豊中市建設工事一般競争入札実施
要領」により一般競争入札となるが、それ以外については、原則として、指名競争入札
が実施されている。
舗装工事に関する指名業者の選定は、舗装工事の工種で市の登録業者名簿に記載の
ある市内業者から、希望順位・審査点数・等級等を考慮して行われている。指名業者5
者のうち、市内業者で希望順位1位・等級Aの業者は5者あるが、このうち4者は指名業
者に選定されているが、1者は指名業者に選定されていなかった。これは、市は電子入
札により入札手続を行っているものの、当該1者は電子入札に必要な手続を行っていな
いことから、指名業者に選定することができなかったためとのことであり、結果として、希
望順位1位であるものの等級Cの業者が指名されている。
市内業者の受注機会の拡大の観点からは、指名業者を市内業者に限定することに留
意すべきではあるが、競争性の確保の観点からは、指名業者数を増やすことを検討す
べきであり、登録業者のうち電子入札に必要な手続を行っていない者に対して、積極的
に所定の手続を行うよう推奨されたい。

○
基盤保全課
契約検査課

　電子入札による指名競争入札において競争性を確保するため、市ホームページに
おいて令和5年5月から、電子入札システムのウェブサイトにおいては同年8月から、
事業者の皆さんが電子入札に必要な手続きを認識していただきやすいようにお知ら
せを行っています。

措置済

49 138㌻ 技術管理者の証明書類について

反射鏡設置工事（単価契約）前期の建設工事請負契約書第10条においては、現場代理
人及び主任技術者等について規定しており、受注者は、現場代理人や主任技術者等を
定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならないが、提出された
監理技術者資格者証の上、有効期限が切れていることが判明した。
監理技術者の資格を証する監理技術者資格者証の提出を求めるのであれば、資格内
容、氏名及び有効期限等の事項について内容を確認し、工事期間において適正な資格
者が工事に携わることを把握する必要がある。

○
基盤保全課
契約検査課

 指摘のあった証明書類については、改めて、有効期限内のものを確認しました。
 受注者から提出された監理技術者資格者証の資格内容、氏名及び有効期限等の
事項について、内容を複数人で確認することを課内ミーティングで徹底しました。契
約決議の際、担当職員及び係長等の複数の職員が、契約書を見ながら、提出書類
の確認を行っています。

措置済

50 142㌻
最低制限価格制度の運用につ
いて

阪急東側線自転車通行空間整備工事（3工区）は指名競争入札により受注業者を選定
しているが、積極的に落札をめざしたと思われる4事業者が最低制限価格を下回り、積
極的に価格競争に参加しなかったと思われるNo.1の事業者が落札している。
最低制限価格制度の運用自体は認められたものであり否定するものではないが、本件
の場合、異なる4者が最低制限価格に近い金額で応札しており、これらの事業者全てが
契約の内容に適合した履行ができないおそれがあったとは考えにくい。
市は既に、令和5年度の実施に向けて、低入札価格調査制度の導入についての具体的
な検討を進めているところであり、今後、契約の内容に適合した履行を確保しつつ競争
性を発揮できるような入札方法となるよう期待する。

○
基盤整備課
契約検査課

　低入札価格調査制度について、総価による建設工事のうち、予定価格1億円以上
の案件（総合評価一般競争入札案件を除く)を対象に、令和5年4月1日から導入しま
した。

措置済

51 147㌻
工事決議書・支出負担行為決議
書に係る事務処理上の不備につ
いて

「令和3年度水道配水管設計業務委託（No1）」の支出負担行為決議書においては、決
裁日の記入自体が漏れていた。また、決議書等の行政文書に鉛筆や消せるボールペン
などを使用することは、文書改ざんの疑念を生じさせることとなるため、市では行わない
運用とされているが、工事決議書・支出負担行為決議書の決裁日が鉛筆書きの事案も
多見された（全12件）。
いずれも事務処理上の基本的なルールであり、今後、適切な事務処理の徹底を図る必
要がある。

○
総務課

水道建設課
契約検査課

　指摘があった決裁日の記入漏れや鉛筆書きの事案は訂正しました。
　また、決議書については、適切な事務処理を行うよう、周知徹底するとともに、引き
続き、局内での決裁の過程では、担当課に加え、総務課で記入漏れ等がないことを
確認します。

措置済

52 148㌻
契約書への出来高予定額等の
記入漏れについて

債務負担行為に係る契約については、建設工事請負契約書に、各会計年度における
請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）及び、支払限度額に対応する
各会計年度の出来高予定額を記載することとされているが、「令和2年度配水管敷設工
事（No.607千里園2丁目地内）」の建設工事請負契約書上、支払限度額及び支払限度
額に対応する各会計年度の出来高予定額の記載が漏れたまま契約が締結されてい
る。
契約書の作成業務は契約検査課の所管であり、その後の確認作業は上下水道局総務
課が行うこととされているが、双方において確認作業が不十分であったものと言える。
今後、契約書の作成及びその内容の確認作業を慎重に行う必要がある。

○
総務課

水道建設課
契約検査課

　指摘があった契約書に支払限度額及び支払限度額に対応する各会計年度の出来
高予定額を記載しました。
　また、契約書の作成については、適切な事務処理を行うよう、契約検査課内で周知
徹底するとともに、引き続き、局内での決裁の過程では、担当課に加え、総務課で記
入漏れ等がないことを確認します。

措置済

８．自転車通行空間整備事業（基盤整備課・契約検査課）

１．配水管増補改良事業（総務課・水道建設課・契約検査課）

Ⅶ　上下水道局

７．一般交通安全施設整備事業（基盤保全課・契約検査課）

６．生活道路舗装事業（基盤保全課・契約検査課）
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53 149㌻ 変更協議書の不備について

「令和2年度配水管敷設工事（No.602長興寺南4丁目地内）」において契約変更を行うに
あたり業者から提出される変更協議申請書日付に記載漏れがあった。
業者から提出される申請書ではあるものの、申請日を明確にするためにも、日付の記
入を業者に指導することが適切である。

○
総務課

水道建設課
契約検査課

　指摘があった変更協議申請書に日付を記載しました。
　変更協議申請書については、各課において、事業者との打合せの際等に日付を必
ず記入するよう周知徹底するとともに、受付時に必ず確認しています。

措置済

54 149㌻ 工程表の保管方法について

建設工事請負契約書第3条において、契約締結後14日以内に請負代金内訳書及び工
程表の提出を求めており、上下水道局においては、請負代金内訳書は独立したファイ
ルに保管し、工程表については原議書に保管することとしているが、このうち工程表に
ついて原議書への綴り込みが漏れている事例が散見された（全14件）。
請負代金内訳書及び工程表は受注者から上下水道局建設課に提出され、それらの確
認作業は上下水道局総務課が行うこととされている。その処理には複数の部署が関連
するが、最終的に原議書などへの所定の綴り込みがなされない場合、行政文書として
不十分な保管となるおそれがある。
工程表自体は受注者から提出されているものの、今後、原議書など所定の綴り込みが
なされるよう事務処理を徹底されたい。

○
総務課

水道建設課
契約検査課

　指摘があった契約書について、工程表を原議書に綴り込みました。
　工程表については、工事継続中、総務課の職員が原議書を適宜確認し、未提出の
課には担当課に連絡して提出を受け、所定の場所に綴り込むことを徹底していま
す。

措置済

55 150㌻
変更契約決議に係る公営企業会
計システム上の処理の遅延につ
いて

「令和2年度配水管敷設工事（No601宮山町2丁目地内外）」においては、令和3年4月8
日における受注者からの変更協議申請の提出を受けて、令和3年4月20日に変更支出
負担行為決議書を決裁し、令和3年4月27日に変更契約を締結している。
しかし、本件においては、上下水道局総務課で行うべき処理が大幅に遅れ、上下水道
局公営企業会計システム（水道事業会計）から出力される帳票である変更契約決議書
の決裁日が令和3年7月5日となっており、変更支出負担行為決議書（令和3年4月20日
決裁）と不整合を起こしている。
公営企業会計でありながら一般会計等と同一の財務会計システムを併用せざるを得な
い上下水道局特有の問題ではあるが、今後このようなことがないよう改善策を講じる必
要がある。

○
総務課

水道建設課
契約検査課

　　総務課において工事案件ごとの台帳に処理日等を記入して事務手続きの進捗管
理を行っており、今後、同課において、工事担当者はもちろんのこと、複数の職員が
定期的に台帳を確認し、処理が遅延しないよう、適切に事務処理を行っていきます。

措置済

56 153㌻ 契約決議書の決裁日について

「令和3年度服部配水ブロック計装設備工事」に係る契約決議書の起票日付が令和3年
8月31日となっているにもかかわらず、その決裁日付は「令和3年8月30日」と起票日より
前の日付になっており、その記入も鉛筆でなされていた。
市の契約決議書の決裁日はシステム上で自動入力されず、手書きで記入する運用と
なっているが、市の意思決定過程を明確に示すものであり、慎重に処理されることが求
められる。契約決議書の処理は上下水道局総務課の所管であるが、今後、適切な事務
処理の徹底を図る必要がある。

○
総務課
浄水課

　指摘があった契約決議書に、正しい決裁日を記入しました。
　また、決議書については、適切な事務処理を行うよう、周知徹底するとともに、引き
続き、局内での決裁の過程では、担当課に加え、総務課で記入漏れ等がないことを
確認します。

措置済

57 160㌻
支出負担行為決議書の決裁時
期について

地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為を支出負担行為と呼び、地
方自治法上、法令又は予算の定めるところにより行うことと定められている。また、地方
公共団体の会計年度は、地方自治法上、毎年4月1日から翌年3月31日と定められてい
ることから、契約締結を含む予算の執行は、年度開始前に行うことができない。
一方、「令和3年度庄内下水処理場消毒設備更新工事」においては、前年度の令和2年
度末に開催される建設工事請負業者審査会に、当該契約に係る設計金額や入札公告
文（案）を提出する必要があることから、これを含めて、「支出負担行為仮決議書（工
事）」（以下「仮決議書」という。）の名称で、令和3年3月23日付けにて決裁を得ている。
しかし、会計年度開始後の令和3年4月1日において、会計システム上での支出負担行
為決議書の起票処理はなされているものの、実際の決裁行為はなされないまま入札公
告などの契約手続が進められている。
確かに、会計年度開始前の仮決議書において設計金額などの決裁を得ているものの、
あくまで支出負担行為は会計年度中に行う必要があることから、今後、会計年度開始
後に支出負担行為決議書の決裁を得ることを徹底するとともに、仮決議書の性格を明
確に整理されたい。

○
下水道施設課
契約検査課

　指摘のあった支出負担行為決議書については、令和3年度当初、新体制の決裁権
者に了承を得ていましたが、実際の決裁手続きが漏れていました。ご指摘を受け、
改めて決裁手続きを完了するとともに、本件事象に関し改めて局内で適切な事務処
理を周知徹底しました。

　また、意見にある「仮決議書」の性格の整理につきましては、次年度当初予算成立
後の３月末に開催される業者審査会に諮るための手続きと整理し、仮決議としては
廃止したうえ、「業者審査会案件提出依頼書」に改め、運用します。

措置済

２．施設整備事業費（総務課・浄水課）

３．管渠築造費及び庄内終末処理場建設費（下水道建設課・下水道施設課・契約検査課）
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58 161㌻
提出書類等への押印廃止の周
知について

国の行政手続における押印原則の見直しに伴い、大阪府でも土木請負工事等に係る
提出書類等の押印義務を見直し、令和3年4月から提出書類様式の押印欄を原則として
廃止している。
市もこれにならっているが、工事請負契約締結時に受注者から提出される工程表に押
印が残っているものがあった。
押印自体は受注者側が行うものであり、たとえ押印されていたとしても、それをもって提
出書類等の適否に影響を与えるものではないが、引き続き、押印の原則廃止の取扱い
を事業者に周知することが望まれる。

○
下水道建設課
契約検査課

　業者から提出される工程表については、各課において、事業者との契約締結に係
る打合せの際等に、押印の省略の取扱いについて周知するよう、改めて職員に徹底
しました。

措置済

59 163㌻ 再委託の未承諾について

消防防災情報システム保守業務委託に関して、受注者である日本電気株式会社ではな
い協和テクノロジィズ株式会社により定期点検が行われていたが、再委託の承諾手続
がとられていなかった。
消防局によれば、消防防災情報システムのうち指令センターの中枢である制御システ
ムに係る保守業務は日本電気株式会社が行っているが、各署のパソコン、端末などの
保守業務については、市の承諾を得て再委託できる「付随的・補助的な業務」として協
和テクノロジィズ株式会社が行ったとのことである。
本委託業務にあたっては、消防局は日本電気株式会社との間で再委託の承諾手続をと
る必要がある。

○ 消防指令センター
 令和5年度の本業務委託契約締結時に日本電気株式会社からの再委託許可願い
を受け、所定の決裁手続きを経て、承諾書を交付しました。

措置済

60 165㌻
仕様書における再委託に係る
「主たる部分」の記載について

「再委託に関するガイドライン」（豊中市総務部契約検査室　平成29年8月改正）におい
ては、「業務の履行にあたって、契約の相手方が自ら履行しなければならないものにつ
いては、設計図書等に「主たる部分」として、原則、明示することとします。」とされてい
る。したがって、本委託契約においても、仕様書に「主たる部分」を明示することが必要
となると考えられるが、仕様書への明示が行われていなかった。
今後、「再委託に関するガイドライン」の趣旨に則り、仕様書に再委託に係る「主たる部
分」を明記することを検討すべきである。

○ 消防指令センター 　令和5年度の本業務委託契約に係る仕様書に、「主たる部分」を明記しました。 措置済

61 168㌻
施工体制台帳添付書類の不備
について

北消防署合同庁舎貯湯槽改修緊急工事において受注者は、配管工事及び防露断熱工
事を下請負人4社に請け負わせており、施工体制台帳が提出されている。
しかし、提出された施工体制台帳に添付された、受注者と下請負人との間の注文書及
び注文請書は、建設業法19条の1が求める要件を満たしていないことから、今後、国土
交通省の「施工体制台帳等のチェックリスト」なども活用し、受注者からの施工体制台帳
が建設業法等の求める内容であることを確かめる必要がある。

○ 消防総務課

　国土交通省の「施工体制台帳等のチェックリスト」を活用した確認を徹底すること
を、課内ミーティングで周知徹底しました。チェックリストを活用し、令和5年度の該当
する工事において、受注者から提出された施工体制台帳が建設業法等が求める内
容を満たしていることを、複数（担当の職員及び係長等）が確認しました。

措置済

62 171㌻
建設工事請負契約における承諾
書の日付について

令和3年度に実施した北消防署合同庁舎貯湯槽改修緊急工事は、地方自治法施行令
第167条の2第1項第5号に基づく随意契約により行われている。
市作成の「緊急工事随意契約（5号）手続きフロー」によると、市は契約書の締結に先
立って受注者に対し緊急対応の指示を文書により行い、受注者は指示書の受理及び承
諾書の作成・提出を行うこととされているが、受注者から提出された承諾書に日付が記
入されていなかった。

○ 消防総務課

　指摘のあった承諾書について、受注者により日付の記入を受けました。
　緊急工事を実施する際には、受注者から承諾書を受領するとき及び契約検査課に
緊急工事暫定契約の契約依頼書を提出する起案の決裁のときに、承諾書の日付等
の確認を徹底することを、課内ミーティングで周知徹底しました。今後、「契約手続き
チェックリスト」を活用する等しながら、日付の記入を徹底します。

措置済

２．消防庁舎施設管理（消防総務課）

Ⅷ　消防局

１．消防指令業務の共同運用（消防指令センター）
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